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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線セルラー通信システム（１００）で使用される方法（４００）であって、制御ノー
ド（１３０）は、セル（１１０）内のユーザ（１２０）との間の伝送を制御（４０５）し
、伝送は、時間において所定の拡張部分を有し、周波数において所定量のサブキャリア（
Δｆ）にわたるサブフレーム（３１０）単位で行われ（４１０）、前記サブフレーム（３
１０）は、いくつかの部分要素（２１０）を含み、前記方法は、同一のサブフレーム内の
第１及び第２のチャネルをスケジューリング（４１５）するのに使用され、
　・前記第１のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第１のセッ
トに分配するステップ（４２０）と、
　・前記第１のセットの前記リソース・グループを前記サブフレーム（３１０）内の部分
要素（２１０）に所定の形式で割り当てるステップ（４２５）と、
　・前記第１のセットのリソース・グループが割り当てられていない前記サブフレーム（
３１０）内のすべての部分要素に対してシンボル値を割り当てるステップ（４３０）と、
　・前記第２のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第２のセッ
トに分配するステップ（４３５）と、
　・前記シンボル値を利用して、前記第２のセットの前記リソース・グループを前記サブ
フレーム内の部分要素（２１０）に所定の形式で割り当てるステップ（４４０）と、
を含む方法。
【請求項２】
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　前記第２のセットの前記リソース・グループは、互いの周波数間隔が最大となるような
形で前記サブフレーム（３１０）内の部分要素（２１０）に割り当てられる、請求項１に
記載の方法（４００、４４５）。
【請求項３】
　前記第２のセットの前記リソース・グループは、所定の形式で、周波数において互いが
離れて配置されるような形で、前記サブフレーム（３１０）内の部分要素（２１０）に割
り当てられる、請求項１に記載の方法（４００、４５０）。
【請求項４】
　前記第１及び第２のチャネルは、制御チャネルである、請求項１乃至３のいずれかに記
載の方法（４００、４５５）。
【請求項５】
　ダウンリンク・サブフレーム（３１０）に適用される、上記請求項のいずれかに記載の
方法（４００）。
【請求項６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステム、ロング・ターム・エボリューションに適用される、上記請求
項のいずれかに記載の方法（４００、４６０）。
【請求項７】
　前記部分要素は、ｍｉｎｉ－ＣＣＥ（制御チャネル要素）、即ち４つのＥ－ＵＴＲＡＮ
リソース要素（２１０）で構成されるグループである、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記制御チャネルは、ＰＣＦＩＣＨチャネル及びＰＨＩＣＨチャネル、即ち物理制御フ
ォーマット・インジケータ・チャネル及び物理ハイブリッドＡＲＱインジケータ・チャネ
ルである、請求項４乃至７のいずれかに記載の方法（４００）。
【請求項９】
　セルラー通信システム（１００）で使用されるスケジューリング・ノード（５００）で
あって、ユーザとの間の伝送が、時間において所定の拡張部分を有し、周波数において所
定量のサブキャリア（Δｆ）にわたるサブフレーム（３１０）単位で行われ、前記サブフ
レーム（３１０）は、いくつかの部分要素（２１０）を含み、前記スケジューリング・ノ
ード（５００）は、同一のサブフレーム内の第１及び第２のチャネルのスケジューリング
を行うように適合され、前記スケジューリングは、
　・前記第１のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第１のセッ
トに分配するステップと、
　・前記第１のセットの前記リソース・グループを前記サブフレーム（３１０）内の部分
要素（２１０）に所定の形式で割り当てるステップと、
　・前記第１のセットのリソース・グループが割り当てられていない前記サブフレーム（
３１０）内のすべての部分要素（２１０）に対してシンボル値を割り当るステップと、
　・前記第２のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第２のセッ
トに分配するステップと、
　・前記シンボル値を利用して、前記第２のセットの前記リソース・グループを前記サブ
フレーム内の部分要素（２１０）に所定の形式で割り当てるステップと、
を含むスケジューリング・ノード。
【請求項１０】
　前記第２のセットの前記リソース・グループは、互いの周波数間隔が最大となるような
形で前記サブフレーム（３１０）内の部分要素（２１０）に割り当てられる、請求項９に
記載のスケジューリング・ノード。
【請求項１１】
　前記第２のセットの前記リソース・グループは、所定の形式で、周波数において互いが
離れて配置されるような形で、前記サブフレーム（３１０）内の部分要素（２１０）に割
り当てられる、請求項９に記載のスケジューリング・ノード。
【請求項１２】
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　前記第１及び第２のチャネルは、制御チャネルである、請求項９乃至１１のいずれかに
記載のスケジューリング・ノード。
【請求項１３】
　前記スケジューリングをダウンリンク・サブフレーム（３１０）に適用する、請求項９
乃至１２のいずれかに記載のスケジューリング・ノード。
【請求項１４】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステム、ロング・ターム・エボリューションで採用される、請求項９
乃至１３のいずれかに記載のスケジューリング・ノード。
【請求項１５】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムのｅＮｏｄｅＢで採用される、請求項１４に記載のスケジュー
リング・ノード。
【請求項１６】
　前記部分要素は、ｍｉｎｉ－ＣＣＥ（制御チャネル要素）、即ち４つのＥ－ＵＴＲＡＮ
リソース要素（２１０）で構成されるグループである、請求項１４又は請求項１５に記載
のスケジューリング・ノード。
【請求項１７】
　前記制御チャネルは、ＰＣＦＩＣＨチャネル及びＰＨＩＣＨチャネル、即ち物理制御フ
ォーマット・インジケータ・チャネル及び物理ハイブリッドＡＲＱインジケータ・チャネ
ルである、請求項１２乃至１６のいずれかに記載のスケジューリング・ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線セルラー・システムにおけるスケジューリング方法及び装置を開示する
。
【背景技術】
【０００２】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network：進化型ユニ
バーサル地上無線アクセス・ネットワーク）として、また、ロング・ターム・エボリュー
ション・システム（Long Term Evolution system：LTE）としても知られるセルラー・シ
ステムにおいて、ダウンリンク伝送（即ち、セルの制御ノードからセル内のユーザへの伝
送）は、直交周波数分割多重方式（OFDM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing
）に基づいている。ＯＦＤＭでは、複数のサブキャリアにわたる可能性があり、時間にお
いて所定の拡張部分も有するＯＦＤＭシンボルが用いられる。
【０００３】
　このため、Ｅ－ＵＴＲＡＮ物理ダウンリンク・リソースは、１つのＯＦＤＭシンボル間
隔内の１つのＯＦＤＭサブキャリアにそれぞれ対応するいくつかのリソース要素を含む時
間周波数グリッドと考えることができる。
【０００４】
　時間において、Ｅ－ＵＴＲＡＮダウンリンク伝送は、いわゆる無線フレームに構成され
、各無線フレームは、１ｍｓの時間長の拡張部分を有するいわゆるサブフレームを１０個
含み、したがって、Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線フレームは全体として１０ｍｓの時間長の拡張部
分を有する。
【０００５】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムにおいて、いわゆるＬ１／Ｌ２制御シグナリングは、ユーザ（
端末）がダウンリンク・データを適切に受信し、復調し、復号するのに必要となるダウン
リンク・スケジューリング割り当ての送信だけでなく、アップリンク・データ送信に対す
るハイブリッドＡＲＱ肯定応答とともにアップリンク伝送のためのリソース及び送信フォ
ーマットを端末に通知するアップリンク・スケジューリング許可の送信にも使用される。
【０００６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮにおいて、ダウンリンクＬ１／Ｌ２制御チャネルは、サブフレーム（su
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bframe）内の最初の１～３のＯＦＤＭシンボルにマッピングされる。したがって、各Ｅ－
ＵＴＲＡＮサブフレームは、制御領域が時間的に最初にくるように制御領域とデータ領域
に分割されると考えることができる。
【０００７】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ制御領域のサイズは、整数個のＯＦＤＭシンボルと常に等しく（１つ、
２つ、あるいは３つのＯＦＤＭシンボルを制御シグナリングに使用することができる）、
サブフレーム毎に変更することができ、したがって、制御シグナリングのオーバーヘッド
が瞬間的なトラフィック状況に合致するように調整され得るため、スペクトル効率が最大
化される。
【０００８】
　サブフレームの開始位置に制御シグナリングを配置することは、それによって端末がサ
ブフレームの終了に先立ってダウンリンク・スケジューリング割り当て（ＤＬ－ＳＣＨ）
を復号することが可能となるため有利である。したがって、ＤＬ－ＳＣＨの復号は、Ｌ１
／Ｌ２制御情報の復号を待つ必要なしに、サブフレームの終了直後に開始することが可能
となり、これにより、ＤＬ－ＳＣＨ復号時の遅延が最小化され、したがって全体的なダウ
ンリンク伝送遅延が最小化される。
【０００９】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮダウンリンクＬ１／Ｌ２制御シグナリングは、以下の３つの異なる物理
チャネル・タイプを含む。
【００１０】
　・ＰＣＦＩＣＨ（Physical Control Format Indicator Channel：物理制御フォーマッ
ト・インジケータ・チャネル）：現在のサブフレームにおいてＬ１／Ｌ２制御シグナリン
グに使用されているＯＦＤＭシンボルの数（１、２、又は３）を端末に通知するのに使用
される。現在、１つのセル内に１つのＰＣＦＩＣＨだけが存在する。
【００１１】
　・ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel：物理ダウンリンク制御チャネル
）：ダウンリンク・スケジューリング割り当て及びアップリンク・スケジューリング許可
を搬送するのに使用される。また、端末グループの電力制御に使用されることもある。典
型的には、１つのセル内に複数のＰＤＣＣＨが存在する。
【００１２】
　・ＰＨＩＣＨ（Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel：物理ハイブリッドＡＲＱイ
ンジケータ・チャネル）：ＵＬ－ＳＣＨ送信の受信に応答してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信す
るのに使用される。典型的には、１つのセル内に複数のＰＨＩＣＨが存在する。
【００１３】
　以下、ＰＣＦＩＣＨ及びＰＨＩＣＨの各制御チャネルについてより詳細に説明する。
【００１４】
　ＰＣＦＩＣＨ－物理制御フォーマット・インジケータ・チャネル：
　ＰＣＦＩＣＨは、現在のサブフレーム内でＬ１／Ｌ２制御シグナリングに使用されるＯ
ＦＤＭシンボルの数を指示するのに使用され、あるいは同じことであるがサブフレーム内
のどこからデータ領域が始まるかを指示するのに使用される。したがって、ＰＣＦＩＣＨ
の受信は、システムの動作を補正する上で不可欠である。ＰＣＦＩＣＨが誤った形で復号
された場合、端末は、制御チャネルをどこで見つけるべきか分からず、データ領域がどこ
から開始するのかも分からず、したがって、送信されたアップリンク・スケジューリング
許可だけでなく端末に宛てられたＤＬ－ＳＣＨデータ送信も紛失してしまう。
【００１５】
　現在、１つ、２つ、又は３つのＯＦＤＭシンボルの制御領域サイズに対応する２ビット
の情報は、いわゆる１／１６レートのシンプレックス・コードを使用して３２ビット長の
シーケンスにコード化される。コード化されたビットは、スクランブルされ、ＱＰＳＫ変
調され、１６個のＥ－ＵＴＲＡＮ　ＯＦＤＭリソース要素にマッピングされる。４つのシ
ンボルのグループ単位で指定される様々なＥ－ＵＴＲＡＮ伝送ダイバーシティ・スキーム
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と適合するようにするために、１６個のリソース要素は、４つの要素でそれぞれ構成され
る４つのグループにグループ化される。そのような４つのリソース要素で構成されるグル
ープは、ｍｉｎｉ－ＣＣＥ（Control Channel element：制御チャネル要素）と称される
ことがあり、また、リソース要素グループとしても知られている。
【００１６】
　信頼性のあるＰＨＩＣＨ受信には周波数ダイバーシティが重要となる。したがって、Ｐ
ＣＦＩＣＨは、周波数が適切に分離された４つのｍｉｎｉ－ＣＣＥにマッピングされる。
現在の３ＧＰＰ（第３世代パートナーシップ・プロジェクト）規格では、このようなマッ
ピングは、全体のダウンリンク・システム帯域幅を４つの等しいサイズの部分に分割し、
各部分に１つのｍｉｎｉ－ＣＣＥが含まれるようにし、その結果ＰＣＦＩＣＨに使用され
るｍｉｎｉ－ＣＣＥの周波数間隔が等しくなるようにすることで実現される。
【００１７】
　ＰＨＩＣＨ－物理ハイブリッドＡＲＱインジケータ・チャネル：
　ＰＨＩＣＨは、ＵＬ－ＳＣＨ伝送に対するハイブリッドＡＲＱ肯定応答を送信するのに
使用される。サブフレーム内には、肯定応答を予期する端末毎に１つのＰＨＣＩＨが存在
する。
【００１８】
　各ＰＨＩＣＨは、３度繰り返され、変調され、４の拡散因子によって拡散され、その後
３つのｍｉｎｉ－ＣＣＥにマッピングされる１ビットを搬送する。複数のＰＨＩＣＨは、
いわゆるＰＨＩＣＨグループを形成し、ＰＨＩＣＨグループ内のＰＨＩＣＨは、それぞれ
異なる直交拡散シーケンスを使用して符号多重化され、同じセットのリソース要素を共有
する。
【００１９】
　ＰＣＦＩＣＨの場合と同様に、ＰＨＩＣＨでも周波数ダイバーシティが重要となる。現
時点では、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるＰＣＦＩＣＨの正確なマッピングが３ＧＰＰで決めら
れていないが、理想的には、ＰＨＩＣＨに使用される３つのｍｉｎｉ－ＣＣＥは、システ
ム帯域幅の全体に拡散されるべきである。
【００２０】
　典型的には、ＰＨＩＣＨは、最初のＯＦＤＭシンボルのみにおいて送信される。しかし
ながら、伝播環境によっては、これによってＰＨＩＣＨカバレージが不必要に制限される
ことになる。これを軽減するために、３つのＯＦＤＭシンボルのＰＨＩＣＨ持続期間を設
定することができる。この場合には、制御領域は、すべてのサブフレームにおいて３つの
ＯＦＤＭシンボル長となる。
【００２１】
　現時点のＥ－ＵＴＲＡＮには、ＰＨＩＣＨマッピングに関する規格は存在しない。しか
しながら、ＰＣＦＩＣＨの場合と同じアプローチを使用すると、即ち、３つのＰＨＩＣＨ
　ｍｉｎｉ－ＣＣＥをシステム帯域幅上に等しい間隔でマッピングすると、それによって
ＰＨＣＩＨがＰＣＦＩＣＨと同じセットのリソース要素にマッピングされる可能性がある
ことから、問題が生じる恐れがある。
【発明の概要】
【００２２】
概要
　したがって、これまで説明してきたように、Ｅ－ＵＴＲＡＮサブフレーム内の２つの制
御チャネルＰＣＦＩＣＨ及びＰＨＩＣＨのスケジューリング又はマッピングの問題に対し
て、衝突のリスクが取り除かれるようにする解決策が必要とされている。理想的には、そ
のような解決策は、２つの制御チャネルに限らず、事実上任意の２つのチャネルに適用で
きるはずであり、また、ダウンリンク・スケジューリングに限られるものでもない。
【００２３】
　このような解決策は、本発明によって提供される。本発明は、制御ノードがセル内のユ
ーザとの間の伝送を制御する無線セルラー通信システムで使用される方法を開示する。
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【００２４】
　本発明が適用可能なシステムでは、伝送は、時間において所定の拡張部分を有し、周波
数において所定量のサブキャリアにわたるサブフレーム単位で行われる。サブフレームは
、いくつかの部分要素（subelement）を含み、本発明の方法は、同一のサブフレーム内の
第１及び第２のチャネルをスケジューリングすることを対象とする。
【００２５】
　本方法は、
・第１のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第１のセットに分
配するステップと、
・第１のセットのリソース・グループをサブフレーム内の部分要素に所定の形式で割り当
てるステップと、
・第１のセットのリソース・グループが割り当てられていないサブフレーム内のすべての
部分要素に対してシンボル値を割り当てるステップと、
・第２のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第２のセットに分
配するステップと、
・前記シンボル値を利用して、第２のセットのリソース・グループをサブフレーム内の部
分要素に所定の形式で割り当てるステップと、
を含む。
【００２６】
　このように、本発明の方法を使用すると、第２のチャネルのリソース・グループは、第
１チャネルのリソース・グループに割り当てられていないサブフレーム内の部分要素にの
み割り当てることが可能となり、それによってスケジューリングの衝突リスクを取り除く
ことが可能となる。
【００２７】
　本発明の一実施形態では、第２のセットのリソース・グループは、互いの周波数間隔が
最大となるような形でサブフレーム内の部分要素に割り当てられる。一方、別の実施形態
では、第２のセットのリソース・グループは、所定の形式で、周波数において互いが離れ
て配置されるような形で、サブフレーム内の部分要素に割り当てられる。
【００２８】
　適切には、本発明が適用される第１及び第２のチャネルは、制御チャネルであるが、本
発明は、制御チャネルへの適用に限定されるものではない。
【００２９】
　また、好ましい一実施形態では、本発明に係るスケジューリングは、ダウンリンク・サ
ブフレームに適用されるが、アップリンク・サブフレームにも適用することができる。
【００３０】
　本発明は、本発明が適用されるシステムに関するスケジューリング・ノードも開示する
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　以下、添付図面を参照して本発明についてより詳細に説明する。
【００３２】
【図１】本発明が適用可能なシステムの概略図である。
【図２】図１のシステムにおけるダウンリンク・リソースを示す図である。
【図３】ダウンリンク・サブフレームを示す図である。
【図４】本発明の方法のフローチャートである。
【図５】本発明のスケジューリング・ノードのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
詳細な説明
　以下では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ標準の専門用語を使用して本発明の説明を行う。しかしなが



(7) JP 5161976 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

ら、これは、読み手の本発明の理解を容易にするためのものであって本発明の保護範囲を
限定するものではなく、本発明は、対応する原理が利用される他のシステムにも適用され
得ることに留意していただきたい。
【００３４】
　図１は、本発明が適用され得るシステム１００の一部の概略図を示す。図示のとおり、
システム１００は、いくつかのセルを含む無線セルラー・システムであり、図１にはセル
のうちの１つが１１０で示される。各セルは、いくつかのユーザを保持することができ、
そのうちの１つが一例として１２０で示される。また、Ｅ－ＵＴＲＡＮではｅＮｏｄｅＢ
として知られる制御ノード１３０は、セル１１０内のユーザ１２０との間のトラフィック
を制御する。ユーザ（「ＵＥ」：ユーザ端末）からｅＮｏｄｅＢへのトラフィックは、ア
ップリンク・トラッフィク（ＵＬ）と称され、反対の方向へのトラフィックは、ダウンリ
ンク・トラフィック（ＤＬ）と称される。
【００３５】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムで使用されるＯＦＤＭの原理については前のセクションで説明
したとおりであり、図２は、これと同じ原理、即ち、Ｅ－ＵＴＲＡＮ物理ダウンリンク・
リソースを１つのＯＦＤＭシンボル間隔にわたる１つのＯＦＤＭサブキャリア周波数（Δ
ｆ）にそれぞれ対応するいくつかのリソース要素を含む周波数時間グリッドとして図示す
る。リソース要素の概念をより明確にするために、図２には１つのリソース要素がＲＥ２
１０として示される。
【００３６】
　１ｍｓのサブフレームにそれぞれ構成されるＥ－ＵＴＲＡＮの無線フレームの原理も上
述したとおりであり、図３は、１つのそのようなＥ－ＵＴＲＡＮサブフレーム３１０を示
す。図３に示されるように、また、前のセクションで説明されたように、Ｅ－ＵＴＲＡＮ
制御シグナリング、即ち、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルは、Ｅ－ＵＴＲＡＮサブフレームの（
時間において）先頭に置かれる。
【００３７】
　図３の３１０で示されるようなサブフレームにもいくつかの参照シンボルが存在する。
これらの参照シンボルは、本発明に直接関与しないが、図３のＲＳとして示される。
【００３８】
　本発明の一目的は、制御チャネル間、特にＰＣＦＩＣＨチャネルとＰＨＩＣＨチャネル
との間、即ち、物理制御フォーマット・インジケータ・チャネルと物理ハイブリッドＡＲ
Ｑインジケータ・チャネルとの間のスケジューリングの衝突を回避することである。
【００３９】
　ＰＣＦＩＣＨは、４つのいわゆるｍｉｎｉ－ＣＣＥ（制御チャネル要素）にグループ化
される１６個のＥ－ＵＴＲＡＮリソース要素を使用する一方、ＰＨＩＣＨは、３の倍数で
あるいくつかのｍｉｎｉ－ＣＣＥを利用する。ＰＨＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥの正確な数
は、サブフレーム内のＡＣＫ／ＮＡＣＫを予期する端末の数に依存する。
【００４０】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ標準は、４つのＰＣＦＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥをサブフレーム内でど
のようにスケジューリングすべきかを指定する。全体のダウンリンク・システム帯域幅は
、各部分にそれぞれ１つのＰＣＦＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥが含まれる４つの等しいサイ
ズの部分に分割される。したがって、ＰＣＦＩＣＨに使用されるｍｉｎｉ－ＣＣＥは、周
波数領域において等しい間隔で配置される。
【００４１】
　このように、Ｅ－ＵＴＲＡＮ標準ではＰＣＦＩＣＨのスケジューリングが指定されてい
るので、本発明は、ＰＣＦＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥとの衝突を回避するために、ＰＨＩ
ＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥをサブフレーム内でどのようにスケジューリングすべきかに焦点
を当てる必要がある。
【００４２】
　本発明の１つの原理は、例えば数字や文字、あるいはそれらの組み合わせであるシンボ
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ル値を、ＰＣＦＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥが割り当てられていないサブフレーム内のｍｉ
ｎｉ－ＣＣＥ又は部分要素に対して割り当てることである。ＰＨＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣ
Ｅは、これらのシンボル値を利用してサブフレーム内のｍｉｎｉ－ＣＣＥに所定の形式で
割り当てられ、それによってＰＣＦＩＣＨ及びＰＨＩＣＨのｍｉｎｉ－ＣＣＥ同士が衝突
するリスクのないサブフレームがもたらされる。
【００４３】
　当業者によれば実現されるように、ＰＨＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥをサブフレームに割
り当てる正確な手法は、本発明の範囲に含まれる多種多様な手法で変更することができる
。利用可能な原理の例は、ＰＨＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥが周波数及び／又は時間におい
て互いに最大限離れて配置されるような、あるいはＰＨＩＣＨ　ｍｉｎｉ－ＣＣＥが他の
何らかの所定の形で周波数及び／又は時間において互いに離れて配置されるような割り当
て方法を使用することである。しかしながら、これに関する他の原理もまた本発明の範囲
内で完全に可能である。
【００４４】
　次に、本発明の原理がどのように適用され得るかについて、２つの具体例を挙げて説明
する：
【００４５】
　（例１）
　１．サブフレーム内でまだ割り振られていないｍｉｎｉ－ＣＣＥの数をＮとする。Ｎを
システム帯域幅におけるｍｉｎｉ－ＣＣＥの総数に初期化する。
【００４６】
　２．リソースが割り振られているＰＨＩＣＨグループの数をｋとする。ｋを０に初期化
する。
【００４７】
　３．ｍｉｎｉ－ＣＣＥをＰＣＦＩＣＨに割り振る。
【００４８】
　４．セットＮ＝Ｎ－４（４つのｍｉｎｉ－ＣＣＥがＰＣＦＩＣＨに使用されたため）
【００４９】
　５．ステップ３の後に残っているｍｉｎｉ－ＣＣＥに対して０～Ｎ－１の番号を振る。
【００５０】
　６．ｍｉｎｉ－ＣＣＥ番号０、Ｎ／３、及び２Ｎ／３の割り振りを行う。除算結果が非
整数となった場合は、例えば「切り上げ整数化（ceil）」又は「切り捨て整数化（floor
）」演算による丸めこみを使用することができる。
【００５１】
　７．セットｋ＝ｋ＋１（１つの追加的なＰＨＩＣＨグループにリソースが割り振られた
ため）
【００５２】
　８．セットＮ＝Ｎ－３（３つのｍｉｎｉ－ＣＣＥがＰＨＩＣＨグループで使用された）
【００５３】
　９．追加的なＰＨＩＣＨグループが割り振られる場合はステップ５に戻り、そうでない
場合は割り振りを終了する。
【００５４】
　（例２）
　例１と同様のマッピングに関する別の記述手法は、ＰＨＩＣＨマッピングをＰＣＦＩＣ
Ｈマッピングと相対的に指定することである。この指定は、以下のように行うことができ
る：
　１．サブフレーム内でまだ割り振られていないｍｉｎｉ－ＣＣＥの数をＮとする。Ｎを
システム帯域幅におけるｍｉｎｉ－ＣＣＥの総数に初期化する。
【００５５】
　２．リソースが割り振られているＰＨＩＣＨグループの数をｋとする。ｋを０に初期化
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する。ＰＣＦＩＣＨリソースを割り振る。ＰＣＦＩＣＨに関する最初のｍｉｎｉ－ＣＣＥ
の番号（周波数領域）をｎ０とする。
【００５６】
　３．ｍｉｎｉ－ＣＣＥ番号ｎ０＋ｋ、ｎ０＋Ｎ／３＋ｋ、及びｎ０＋２Ｎ／３＋ｋをＰ
ＨＩＣＨグループｋに割り振る。これらのｍｉｎｉ－ＣＣＥのいずれかが既に割り振られ
たｍｉｎｉ－ＣＣＥと衝突する場合は、衝突が起こらなくなるまで次に高いｍｉｎｉ－Ｃ
ＣＥ番号（例えば、ＰＨＩＣＨグループ内の第２のｍｉｎｉ－ＣＣＥについては、ｎ０＋
Ｎ／３＋ｋ＋１、ｎ０＋Ｎ／３＋ｋ＋２等、グループ内の第３のｍｉｎｉ－ＣＣＥについ
ても同様）を使用する。除算結果が非整数となった場合は、例えば切り上げ整数化又は切
り捨て整数化演算による丸めこみを使用することができる。
【００５７】
　４．セットｋ＝ｋ＋１（１つの追加的なＰＨＩＣＨグループにリソースが割り当てられ
た）
【００５８】
　５．追加的なＰＨＩＣＨグループが割り振られる場合はステップ４に戻り、そうでない
場合は割り振りを終了する。
【００５９】
　図４は、本発明の一般化された方法４００の概略フローチャートを示す。上記の説明か
らも分かるように、方法４００は、無線セルラー通信システムでの利用が意図されており
、ステップ４０５で示されるように、方法４００によると、Ｅ－ＵＴＲＡＮのｅＮｏｄｅ
Ｂのような制御ノードは、セル内のユーザとの間の伝送を制御する。
【００６０】
　ステップ４１０は、伝送が、時間において所定の拡張部分を有し、周波数において所定
量のサブキャリアにわたるサブフレーム単位で行われることを示し、サブフレームは、い
くつかの部分要素を含む。また、ステップ４１５に示されるように、方法４００は、同一
のサブフレーム内の第１及び第２のチャネルをスケジューリングするのに使用される。
【００６１】
　方法４００は、以下のステップを含む：
・第１のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第１のセットに分
配するステップ（４２０）、
・第１のセットのリソース・グループをサブフレーム内の部分要素に所定の形式で割り当
てるステップ（４２５）、
・第１のセットのリソース・グループが割り当てられていないサブフレーム内のすべての
部分要素に対してシンボル値を割り当てるステップ（ステップ４３０）、
・第２のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第２のセットに分
配するステップ（４３５）、
・前記シンボル値を利用して、第２のセットのリソース・グループをサブフレーム内の部
分要素２１０に所定の形式で割り当てるステップ（４４０）。
【００６２】
　ステップ４４５に示されるように、本方法の一実施形態では、第２のセットのリソース
・グループは、互いの周波数間隔が最大となるような形でサブフレーム内の部分要素に割
り当てられる。一方、別の実施形態では、ステップ４５０に示されるように、第２のセッ
トのリソース・グループは、所定の形式で、周波数において互いが離れて配置されるよう
な形で、サブフレーム内の部分要素に割り当てられる。
【００６３】
　ステップ４５５に示されるように、本発明の一実施形態では、第１及び第２のチャネル
は、制御チャネルである。
【００６４】
　適切には、方法４００は、ダウンリンク・サブフレームに適用される。
【００６５】
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　ステップ４６０に示されるように、方法４００は、一実施形態ではＥ－ＵＴＲＡＮシス
テム、ロング・ターム・エボリューションに適用されてもよい。このような一実施形態に
おいて、部分要素は、リソース要素グループとしても知られるｍｉｎｉ－ＣＣＥ（制御チ
ャネル要素）であり、制御チャネルは、ＰＣＦＩＣ及びＰＨＩＣＨチャネル、即ち物理制
御フォーマット・インジケータ・チャネル及び物理ハイブリッドＡＲＱインジケータ・チ
ャネルである。
【００６６】
　本発明は、本発明が適用されるセルラー・システムで使用されるスケジューリング・ノ
ードも開示する。好ましい一実施形態において、本発明に係るスケジューリング・ノード
は、システム内の制御ノード、例えばＥ－ＵＴＲＡＮシステムのｅＮｏｄｅＢで採用され
るが、言うまでもなく、本発明のスケジューリング・ノードは、システム内の他のノード
で採用することもできる。
【００６７】
　本発明のスケジューリング・ノードは主に、コンピュータによってアクセス及び実行可
能なメモリに記憶されるソフトウエアの形で実施される。この理由により、本発明のスケ
ジューリング・ノードの実施形態５００の一例を概略的に示す図５には、メモリ５１０及
びマイクロプロセッサのようなプロセッサ５０５におけるｅＮｏｄｅＢ内のスケジューリ
ング・ノード５００が示されている。しかしながら、図５に示されるようなＥ－ＵＴＲＡ
ＮシステムのｅＮｏｄｅＢ内のスケジューリング・ノード５００の位置は、本発明に係る
スケジューリング・ノード５００が利用され得るデバイスの一例にすぎないことを再び強
調しておく。
【００６８】
　上記の説明からも分かるように、本発明のスケジューリング・ノード５００は、ユーザ
との間の伝送が、時間において所定の拡張部分を有し、周波数において所定量のサブキャ
リア（Δｆ）にわたるサブフレーム単位で行われる、セルラー通信システムでの利用が意
図されている。サブフレームは、いくつかの部分要素を含み、スケジューリング・ノード
５００は、同一のサブフレーム内の第１及び第２のチャネルのスケジューリングを行うよ
うに適合されている。
【００６９】
　ノード５００のスケジューリングは、以下のステップを含む：
・第１のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第１のセットに分
配するステップ、
・第１のセットのリソース・グループをサブフレーム内の部分要素に所定の形式で割り当
てるステップ、
・第１のセットのリソース・グループが割り当てられていないサブフレーム内のすべての
部分要素に対してシンボル値を割り当てるステップ、
・第２のチャネルで必要とされる伝送リソースをリソース・グループの第２のセットに分
配するステップ、
・前記シンボル値を利用して、第２のセットのリソース・グループをサブフレーム内の部
分要素に所定の形式で割り当てるステップ。
【００７０】
　スケジューリング・ノード５００の一実施形態では、第２のセットのリソース・グルー
プは、互いの周波数間隔が最大となるような形でサブフレーム内の部分要素に割り当てら
れる。一方、別の実施形態では、第２のセットのリソース・グループは、所定の形式で、
周波数において互いが離れて配置されるような形で、サブフレーム内の部分要素に割り当
てられる。
【００７１】
　適切には、スケジューリングが適用される第１及び第２のチャネルは、制御チャネルで
あり、一実施形態では、スケジューリング・ノードは、１つ又は複数のダウンリンク・サ
ブフレームのスケジューリングを行う。
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【００７２】
　好ましくは、スケジューリング・ノード５００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮシステム、適切には
Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムのｅＮｏｄｅＢで採用される。
【００７３】
　本発明は、上記で説明し図面に示した諸実施形態の例に限定されるものではなく、特許
請求の範囲に記載される各請求項の範囲内で自由に変更することが可能である。



(12) JP 5161976 B2 2013.3.13
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